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七 宗 町 商工会だより 第２５３号 ① 

令和４年度通常総会  
昨年に引き続き新型コロナウイルス感染予防のため、青年部は規模を縮小して開催し、

商工会・女性部・素材建築組合の総会は書面議決となりました。皆様にはご審議とご理解
ご協力いただきありがとうございました。 
議決権の有する会員140人中97人が賛成となり可決されました。 

詳細は、別紙『令和4年度七宗町商工会第61回通常総会書面議決の結果について』をご覧ください。 

商工会事務所の引越しについて 

 商工会館の老朽化に伴い、雨漏りの酷くなる梅雨前に引越しを致しました。 
会員の皆様には、十分な説明もなく、急遽引越しを実施し、ご迷惑やご心配を 
おかけしたことをお詫びいたします。詳細は別紙を一読ください。 

 

  
 

 

 

 

 

先般、岐阜県商工会女性部連合会及び商工会連合会の総会にて、商工会長・女性部員が表彰を受けました。 

・岐阜県知事表彰 会長：長谷川 嘉彦 

・岐阜県商工会女性部連合会長表彰（女性部功労者） 林 政代・長尾 麻里 

。  

 

表彰、おめでとうございます！ 

   

 

役場よりお知らせ 必要書類等は、ふるさと振興課 ☎48-2291 へお問合せください。 

・七宗町雇用促進奨励金 

町内在住(6月末時点)で家族以外の新卒者を正規雇用した場合、対象従業員と雇用した事業所へ10万円支給

されます。町外の新卒者の場合、-雇用してから6か月以内に町内へ移住していれば対象となり得ます。 
 

・実践型リモートインターンシップ 

週15時間程度、大学生がリモートで事業をサポートします。導入費用は町が助成し、大学生への報酬はG-net

が負担します。実施までの流れは下記のとおりです。 
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商工会だより 第２５３号 ② 

 

◆商工会費等引落し◆ 

６月３０日(木)は、商工会費・手数料が引き落としになります。 
 
後日送付します請求書をご確認ください。現金をご持参の方は、6月末までに商工会館へお持ち下

さい。 

ご多忙の中申し訳ありませんが、引落口座の残高不足にならないようよろしくお願いします。 

 
◆労働保険事務組合加入の事業所へ◆ 

７月１１日(月)に令和４年度第１期分の労働保険料が引き落としになります。 
 
第１期分の納入通知書(口座振替のお知らせ)は、6月下旬～７月初めにお手元に届く予

定です。納入通知書の金額を確認後、ご利用の口座の残高の確認をお願いします。 

ご多忙とは思いますが、くれぐれも残高不足にならないようお願いします。 

◆源泉所得の納期特例の事業所の方へ◆ 

７月１１日(月)が納付期限です！！源泉税額が０円でも報告が必要です。 
 
税務署から督促ハガキが来ることがないように、お忘れなく期日までに納付してください。 

神渕分室は、７月５日(火)・７日(木)午前９：００～午後４：００ 

お手伝いをします。お早めにお越しください。 

 
◆社会保険適用事業所の方へ◆ 
 

◎健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等の提出 

 夏季賞与支払日から5日以内にご提出下さい。支給しない場合は、総括表のみのご提出で結構です。 
 

◎算定基礎届の提出について 

 今月中旬に年金事務所から書類が届きます。 
郵便で7 月1 日(木)～１１日(月)までに日本年金機構 名古屋広域事務センターへご提
出ください。  
被保険者全員の４～６月に支給されました総報酬により、新しい報酬月額を決定するための書類で

す。お忘れないようよろしくお願いします。 
 

雇用調整助成金をもらい休業手当を支給している事業所につきましては、7月1日時点

で解除をしていなければ助成金をもらって休業手当を支払っている月のみを基準にします。  

解除している事業所については、解除した月のみを基準にします。又、9 月までに状況が変わり、

解除した場合や助成金制度を新たに使われる場合は報酬月額の修正を年金事務所へ連絡する必要があ

ります。    

詳細は  日本年金機構 美濃加茂年金事務所 

              ☎０５７４－２５－８１８１   までお問い合わせください。 

 

 



                            

                            

                            

                            

商工会だより 第２５３号 ③ 

小規模企業景気動向調査  [２０２２年４月期調査] 

～全業種で売上が大幅改善も、原材料高騰による採算悪化に苦しむ小規模企業景況～ 

2022 年５月 27 日 

全国商工会連合会 

＜産 業 全 体＞  全国商工会員300社より 
 売上額DIが小幅に改善、資金繰りDIが横ばいで、採算・業況DIはわずかな悪化となった。まん延防止
等重点措置が解除されたことから、一部業種でGWに向け経済活動が活発化し、売上改善の追い風となっ
た。しかし、全業種にわたり、激的な円安や原油高、資材不足による原材料高騰から、コストの増加につな
がっており、業況の改善を実感できない。また、コロナ禍の厳しい経済状況の中、価格転嫁が進まず、事業
者を苦しめている。 
＜製 造 業＞ ◇…原材料高騰やコストの増加の影響で、利益率の悪化に苦しむ…◇ 

原材料高騰に加えて最低賃金の上昇等で、製造コストが大きく増加し、食品以外は苦戦 

＜建 設 業＞ ◇…資材不足による工期遅延、資材価格高騰による採算の悪化に苦しむ…◇ 
単価が倍になる建築資材、資材不足による工期の遅れによる経費上昇分は価格転嫁が出来ず採算を圧迫 

＜小 売 業＞ ◇…相次ぐ値上げによる消費の冷え込みに苦しみ、悪化に転じた小売業…◇ 
衣料品関連は明暗が分かれるが、それ以外は商品価格の上昇による買い控えで売上は減少傾向 

＜サービス業＞ ◇…規制緩和により旅館関連は好調も、限定的な回復にとどまるサービス業…◇ 
まん延防止等重点措置の解除に伴い、売上額・業況･採算・資金繰りも先月に続き改善 

 

 

 インボイス制度とは？ 
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式で2023年3月31日まで

に申請が必要です。 

制度開始前に、請求書フォーマットやシステムの変更だけでなく、課税事業者は基本的に申請・導入する必要がある

ため、制度を理解し経理業務の効率化など、システムの変更など早めに準備を進めていきましょう。 

インボイス制度、対応しないとどうなる？ 
売上先（買手）にインボイスを交付できません。インボイスを受け取れなかった取引先は仕入税額控除ができず、納

付税額が大きくなってしまうので他社へ仕事を依頼するようになるかもしれません。 

 



                            

                          

商工会だより 第２５３号 ④ 

 

経営･技術強化支援事業 エキスパートバンク事業  
 経営・生産・技術・販売促進など、課題

を抱えていませんか？ 

商工会ではそんな事業所のみなさまに、

専門技術や知識を持つ専門家を派遣いたし

ます。 

 なんと！！ １回目は無料！ 

2 回目、３回目は、3 分の１のご負担でご

利用いただけます。 

 これ以外にも、制度改正等の課題解決環

境整備事業指導や中小企業・小規模事業者

ワンストップ総合支援事業（中小企業１１

９専門家派遣）の専門家派遣ができます。 

店舗や工場の機械のレイアウト、新規メ

ニューの開発、事業の見直し、今後につい

てなど  漠然としたことでも大丈夫で

す。 
   

 

 

無料法律相談会のご案内 
労働契約・賃金、事業承継・相続など様々な問題に当たったとき、「誰に相談してよいのか？」「どうした

らよいのか？」と困ったことはありませんか。 

商工会では、弁護士と直接相談できる無料法律相談会を下記により開催します。 

ひとりで悩んでないで、お気軽にご相談ください。 
 

開催日時  毎月第 2 ・ ４火曜日  13時 00分～17時 00分 

開催場所  ＯＫＢふれあい会館またはＺＯＯＭオンライン相談 1人 50分以内 

弁 護 士   かな口 崇 氏 ・ 南 圭一氏 
経営安定に関する相談、法律相談会などの事前確認や事後フォローなどにおける経営法務問題に対して、各商工会より「かなくち経営

法務事務所」と無料電話相談（15分）や企業倒産に伴う地域の社会的混乱を防止するため弁護士事務所で行う経営安定特別相談室もあ

ります。 

 

 

会員さんの為の共済『福祉共済』 
・全国1万か所の飲食店や娯楽施設の割引が受けられ、従業員
の福利厚生になります。 

 

休業補償制度を併せてもっと充実！ 

・月２～300円掛金で、怪我や病気(ｺﾛﾅ含む)で就業不能にな

ってしまったら、休業(所得)補償を受け取ることができます。 


